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１ 都市計画審議会について

・ 都市計画審議会の設置

・ 市区町村の都市計画審議会は、都市計画法第77条の２

第１項の規定に基づき設置されます。その組織及び運営

については、「都道府県都市計画審議会及び市町村都市

計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令」で定め

る基準に従い、市町村の条例により定めることとなって

います。

・ 幕別町では、幕別町都市計画審議会条例を定めていま
す。
なお、幕別町都市計画審議会は、昭和45年４月に地方

自治法に基づく町の附属機関として設置されました。



１ 都市計画審議会について

2

・ 都市計画審議会の権限

・ その権限の属された事項を調査審議すること、市町村

が決定する案件に対して調査審議すること

・ 市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査
審議すること

・ 都市計画に関する事項について、関係行政機関へ意見
を述べることができること
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１ 都市計画審議会について

・ 都市計画審議会の組織及び運営

・ 都市計画審議会の構成や人数、会長の選出などについ
ては「都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議
会の運営の基準を定める政令」に基づき「幕別町都市計
画審議会条例」で定めています。
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１ 都市計画審議会について

・ 審議会の委員は幕別町都市計画審議会条例に基づき
10名以内で

・ 学識経験のある者・・・専門的な資格、知識、経験
を都市計画に反映されるため。

・ 町議会の議員・・・・・町民の代表として、議員と
しての経験を都市計画に反映
させるため。

・ 農業委員会会長・・・・農業者の代表として、農業
者の意見を都市計画に反映さ
せるため。

・ 公募による者・・・・・町民の意見を都市計画に反
映させるため。



・ 審議会の議事の公開、非公開については、審議会の判断
に属する事項で、議事録の取扱いについても同様となりま
す。
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１ 都市計画審議会について

・ 委員の代理出席については、通常認められないものであ
るが、関係行政機関の職員が委員になっている場合で、あ
て職のような場合に関しては、代理出席を拒否すべき理由
はありませんので、代理出席は可能でありますが、幕別町
に審議会では、基本的に代理出席は無いものと考えます。
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２ 都市計画の決定権者

・ 都市計画の決定

・ 北海道が決定するもの・・・広域的な観点から定める
もの等

・ 幕別町が決定するもの・・・北海道が決定するもの以
外のもの(北海道の同意が
必要)

・ 幕別町が決定するものについては、幕別町都市計画
審議会の意見を聞き、町からの諮問に対し答申を行う
もの
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２ 都市計画の決定権者

・ 近年における幕別町の都市計画決定

・ 用途地域の変更(札内桜町及び旭町の一部につい
て、市街化区域から市街化調整区域への変更)
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２ 都市計画の決定権者

・ 都市計画公園の変更(西町南公園の位置の変更)
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑴ 幹線道路網の現況について
② 町道幕別札内線の現況

町道幕別札内線
×札内高台線
交差点

※大津街道踏切手前交差点
4,814台/12H（H13.6.4）

↓
5,305台/12H（H23.11.16）

大津街道踏切
手前交差点

平澤道路踏切

猿別市街交差点
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑴ 幹線道路網の現況について
③ 国道38号線の混雑度

32,101台/12H
40,768台/日
※H22.10.19観測データ

札内橋～帯広方面 札内橋～幕別方面
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑵ 札内市街（鉄南地区）の通過交通の状況について
① 札内清柳大橋完成後の変化

5,000台/12H（H22.10.19)

728台/12H（H11.10.7）
↓

8,287台/12H（H22.10.19）
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑵ 札内市街（鉄南地区）の通過交通の状況について
② 交通環境の安全性の低下

交通量が多くて
道道への出入り
がしづらい

歩行者が多く
飛び出しに
注意が必要

大型車両の
通行が多い

大型車両と軽自動車
が衝突する死亡事故
が発生(H23.1.20)
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑶ 救急搬送について

愛国大橋

※図中の病院は、高次医療施設（３次医療施設または２次医療施設）を示す

札内市街地

約46ｍ 約100ｍ
約50ｍ

約100ｍ

約6％約4％

急勾配区間
（1.5km）

急勾配区間
（0.8km）

冬期、日陰になりやすく、
坂道が凍結する

◆ 高次医療施設が帯広市に集積しており、国道の他町道幕別札内線、途別大豊線を搬送
経路として利用している。

◆ 町道幕別札内線は、札内市街地が隘路となっており、途別新川線を経由すると急こう
配区間があり、冬期間の凍結など安全性が低下する。

⇒ 救急搬送時の安全性、定時制の確保が課題となっている。
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑷ 緊急輸送道路について
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２ 町内の幹線道路網に係る課題
⑸ 新たな道路整備の必要性について
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３ 道道昇格予定区間の概要
⑴ 道道昇格の考え方について
① 新規の路線認定

◆ 平成６年６月30日付け「都道府県道の路線認定基準等について」
に合致することが必要
Ⅰ 地域相互の広域的な連携強化に資する路線
Ⅱ 高規格幹線道路のインターチェンジに連絡する路線
Ⅲ 各種地域開発、地域振興プロジェクトを支援する路線
Ⅳ 都市機能の向上と広域的な都市圏の形成に資する放射・環
状路線

Ⅴ 駅、空港、港湾等広域的交通拠点との連絡を強化する路線

◆ 既存道道の路線位置を変更する

◆ 道路法第７条第２項により、議会の議決を要する

② 既存道道の変更

◆ 路線の起点、終点及び重要な経過地を変更する場合は、議会の
議決を要する

◆ 町道が道道に昇格し、既存道道が降格、一部は町道に引き継が
れることに
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３ 道道昇格予定区間の概要
⑵ 昇格予定区間について



道道→町道へ降格
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３ 道道昇格予定区間の概要
⑶ 降格予定区間について

一般道道更別幕別線

主要道道幕別帯広芽室線
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４ 事業実施予定区間の概要
⑴ 想定されるルートについて

47～54百台/日
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４ 事業実施予定区間の概要
⑵ 道路の構造について

◆ 道路構造決定のポイント

11,500

2,500
1,250

3,2503,250
1,250

 現況断面

S=1: 200

現道道区間４種１級
事業実施予定区間

３種２級

車道3.25m×２車線車道3.5m×４車線

現町道区間３種３級～４級

車道3.0～2.75m×２車線

現道道区間３種３級

車道3.0m×２車線

・道路種別
・地域特性
・計画交通量
・連続性

道道
郊外地
47～54百台/日
短区間で幅員を
変化させない

３種２級
車道3.25m×２車線
歩道2.50m（片側）
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５ 今後の取り組み
⑴ 事業説明について

⑵ 事業要望について

① 町議会への説明
◆ 平成25年第１回定例会会期中の３月14日(木)、全員協議会にて
説明済み

② 都市計画審議会への説明
◆ ４月19日(金)、説明

③ 住民への説明
◆ ５月中に説明会を開催予定

十勝総合振興局に対して、早期事業着手を要望


